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別
表
第
一
号
二
の
規
定

に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
九
十
九
号
（
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
試
験
方
法
を
定

め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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総
務
大
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上
誠
一
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次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
下
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 



 

改  正  後 改  正  前 

別表第七号 無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又

は第四十九条の六の十三に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法 

別表第七号 無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又

は第四十九条の六の十三に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法 

［一～十二 略］ ［一～十二 同左］ 

十三 非常時事業者間ローミング機能 ［新設］ 

 １ 自動接続  

  ㈠ 測定用機器は、次のとおりとする。  

   ⑴ 自網（端末設備等規則第三十二条の二十四の二に規定する自網をいう。以下同じ。）

相当のLTE設備用シミュレータ（以下「自網相当シミュレータ」という。） 

 

   ⑵ 救済網（端末設備等規則第三十二条の二十四の二に規定する救済網をいう。以下同

じ。）相当のLTE設備用シミュレータ（以下「救済網相当シミュレータ」という。） 

 

  ㈡ 測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

  ㈢ 測定手順は、以下のとおりとする。  

   ⑴ 自網相当シミュレータから自網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出し、救

済網相当シミュレータから救済網での待受を不許可とする報知情報を含む信号を送出す

る。 

 

   ⑵ 被検機器が自網相当シミュレータに接続することを確認する。  

   ⑶ 自網相当シミュレータからの信号の送出を停止する。  

   ⑷ 被検機器が救済網相当シミュレータに接続しないことを確認する。  

   ⑸ 救済網相当シミュレータから救済網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出す

る。 

 

   ⑹ 被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。  

 ２ 認証を行わない緊急通報  

  ㈠ 測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。  

 

被検機器 

 

自網相当 

シミュレータ ＲＦカップリング 

又はコネクタ接続 

 

救済網相当 

シミュレータ 



 

  ㈡ 測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

                                            

 

  ㈢ 測定手順は、以下のとおりとする。  

   ⑴ 救済網相当シミュレータから救済網での待受を不許可とする報知情報を含む信号を送

出する。 

 

   ⑵ 被検機器が救済網相当シミュレータに接続しないことを確認する。  

   ⑶ 救済網相当シミュレータから緊急時用の待受を許可する報知情報を含む信号を送出す

る。 

 

   ⑷ 被検機器から緊急通報を発信する操作を行う。  

   ⑸ 被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。  

   ⑹ 救済網相当シミュレータから応答メッセージを送出する。  

   ⑺ 被検機器が電気通信番号規則別表第九号に規定するIMSIの情報を含む緊急通報を発信

することを確認する。 

 

 ３ 救済網を利用した緊急通報を終了後に自網に接続する機能  

  ㈠ 測定用機器は、次のとおりとする。  

   ⑴ 自網相当シミュレータ  

   ⑵ 救済網相当シミュレータ  

  ㈡ 測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

  ㈢ 測定手順は、以下のとおりとする。  

   ⑴ 自網相当シミュレータから自網での待受を不許可とする報知情報を含む信号を送出す  

 

被検機器 

 

救済網相当 

シミュレータ ＲＦカップリング 

又はコネクタ接続 

 

被検機器 

 

自網相当 

シミュレータ ＲＦカップリング 

又はコネクタ接続 

 

救済網相当 

シミュレータ 



 

る。 

   ⑵ 救済網相当シミュレータから救済網での待受を不許可とする報知情報を含む信号を送

出する。 

 

   ⑶ 被検機器が救済網相当シミュレータに接続しないことを確認する。  

   ⑷ 救済網相当シミュレータから緊急時用の待受を許可する報知情報を含む信号を送出す

る。 

 

   ⑸ 被検機器から緊急通報を発信する操作を行う。  

   ⑹ 被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。  

   ⑺ 自網相当シミュレータから自網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出し、被

検機器の緊急通報を終了する。 

 

   ⑻ 被検機器が自網相当シミュレータに接続することを確認する。  

 ４ 救済網名を表示する機能  

  ㈠ 測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。  

  ㈡ 測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

                                            

 

  ㈢ 測定手順は、以下のとおりとする。  

   ⑴ 救済網相当シミュレータから救済網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出す

る。 

 

   ⑵ 被検機器の映像面に救済網の事業者に対応した表示がされ、選択ができることを確認

する。 

 

   ⑶ 被検機器が救済網相当シミュレータに接続し、被検機器の映像面に救済網の事業者に

対応した表示がされることを確認する。 

 

 ５ 救済網に接続した状態で緊急通報を行う機能  

  ㈠ 測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。  

  ㈡ 測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

被検機器 

 

救済網相当 

シミュレータ ＲＦカップリング 

又はコネクタ接続 



 

 

 

 

 

 

 

                                            

  ㈢ 測定手順は、以下のとおりとする。  

   ⑴ 救済網相当シミュレータから救済網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出す

る。 

 

   ⑵ 被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。  

   ⑶ 被検機器から緊急通報を発信する操作を行う。  

   ⑷ 救済網相当シミュレータから被検機器へ専用のSIP番号（403）及び具体的な緊急通報

の接続先を送信する。 

 

   ⑸ 被検機器が具体的な緊急通報の接続先にIMSIの情報を含んだ発信を行い接続すること

を確認する。 

 

 ６ 救済網に接続した状態で、規制状態であっても緊急通報を行う機能  

  ㈠ 測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。  

  ㈡ 測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

                                            

 

  ㈢ 測定手順は、以下のとおりとする。  

   ⑴ 被検機器に挿入されたUSIM内のACを確認する。ただし、被検機器がUSIMを持たない場

合には被検機器に登録されているACを確認する。 

 

   ⑵ 救済網相当シミュレータから救済網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出す

る。 

 

   ⑶ 被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。  

   ⑷ ⑴によって確認したACより高いクラスのACに対する救済網に係る規制情報（ACB

（Access Class Barring）及びSSAC（Service Specific Access Control）に関するも

の）を、救済網相当シミュレータの報知情報によって報知する。 

 

   ⑸ 被検機器が発信しないことを確認する。  

   ⑹ 被検機器から緊急通報を発信する操作を行う。  

 

被検機器 

 

救済網相当 

シミュレータ ＲＦカップリング 

又はコネクタ接続 

 

被検機器 

 

救済網相当 

シミュレータ ＲＦカップリング 

又はコネクタ接続 



 

   ⑺ 救済網相当シミュレータから被検機器へ専用のSIP番号（403）及び具体的な緊急通報

の接続先を送信する。 

 

   ⑻ 被検機器が具体的な緊急通報の接続先に接続することを確認する。  

 ７ 救済網に接続した状態で発信電話番号通知設定又は非通知設定で緊急通報を行う機能  

  ㈠ 測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。  

  ㈡ 測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

                                            

 

  ㈢ 測定手順は、以下のとおりとする。  

   ⑴ 救済網相当シミュレータから救済網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出す

る。 

 

   ⑵ 被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。  

   ⑶ 被検機器から184又は186を電気通信番号規則別表第十二号に掲げる緊急通報番号の先

頭に付加して緊急通報を発信する操作を行う。 

 

   ⑷ 救済網相当シミュレータから被検機器へ専用のSIP番号（380）及び具体的な緊急通報

の接続先を送信する。 

 

   ⑸ 被検機器から緊急通報を発信する操作を行う。  

   ⑹ 救済網相当シミュレータから被検機器へ専用のSIP番号（403）及び具体的な緊急通報

の接続先を送信する。 

 

   ⑺ 被検機器が具体的な緊急通報の接続先に接続することを確認する。  

 ８ 救済網における重要通信の確保  

  ㈠ 測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。  

  ㈡ 測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

                                            

 

  ㈢ 測定手順は、以下のとおりとする。  

   ⑴ 被検機器に挿入されたUSIM内のACを確認する。ただし、被検機器がUSIMを持たない場  

 

被検機器 

 

救済網相当 

シミュレータ ＲＦカップリング 

又はコネクタ接続 

 

被検機器 

 

救済網相当 

シミュレータ ＲＦカップリング 

又はコネクタ接続 



 

合には被検機器に登録されているACを確認する。 

   ⑵ 救済網相当シミュレータから救済網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出す

る。 

 

   ⑶ 被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。  

   ⑷ ⑴によって確認したACより高いクラスのACに対する救済網に係るACBに関する規制情

報を、救済網相当シミュレータの報知情報によって報知する。 

 

   ⑸ 被検機器が発信しないことを確認する。  

   ⑹ 救済網に係るACBに関する規制情報を解除し、⑴によって確認したACより高いクラス

のACに対する救済網に係るSSACに関する規制情報を、救済網相当シミュレータの報知情

報によって報知する。 

 

   ⑺ 被検機器が音声信号を発信しないこと及びデータ信号を発信することを確認する。  

   ⑻ 救済網に係るSSACに関する規制情報を解除し、救済網相当シミュレータの報知情報に

よって報知する。 

 

   ⑼ 被検機器が発信することを確認する。  

 ９ 再送抑制  

  ㈠ 測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。  

  ㈡ 測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

                                            

 

  ㈢ 測定手順は、以下のとおりとする。  

   ⑴ 被検機器から救済網相当シミュレータへ救済網での待受を求める信号を送出する。  

   ⑵ 救済網相当シミュレータが信号を受け取った後、被検機器へ拒否する旨の信号及び再

送間隔を送出する。 

 

   ⑶ 被検機器が救済網相当シミュレータから指定された再送間隔の間救済網での待受を求

める信号を再送しないことを確認する。 

 

   ⑷ 被検機器から救済網相当シミュレータへ救済網での待受を求める信号を送出する。  

   ⑸ 救済網相当シミュレータが信号を受け取った後、被検機器へ拒否する旨の信号を再送

間隔を含めずに送出する。 

 

   ⑹ 被検機器が、当該被検機器の持つ再送間隔の間救済網での待受を求める信号を再送し

ないことを確認する。 

 

   ⑺ ⑷から⑹までと同じ手順を４回繰り返して行う。  

   ⑻ ⑺の後、被検機器が12分間救済網での待受を求める信号を再送しないことを確認す  

 

被検機器 

 

救済網相当 

シミュレータ ＲＦカップリング 

又はコネクタ接続 



 

 

る。 

   ⑼ 被検機器が救済網相当シミュレータに接続し、被検機器から救済網相当シミュレータ

へ位置登録の更新を求める信号を送出した場合について、⑴から⑶までと同様の手順で

確認を行う。 

 

   ⑽ 被検機器から救済網相当シミュレータへ救済網への接続を求める信号を送出する。  

   ⑾ 救済網相当シミュレータが信号を受け取った後、被検機器へ拒否する旨の信号及び再

送間隔を送出する。 

 

   ⑿ 被検機器が救済網相当シミュレータから指定された再送間隔の経過後救済網での待受

を求める信号を再送し、救済網相当シミュレータに接続することを確認する。 

 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 下 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 下 線 は 注 記 で あ る 。 
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三
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お
い
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準
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含
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。
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平
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二
十
三
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通
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回
線
設
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等
端
末
の
電
気
的
条
件
等
を
定
め
る
件
）
の
一
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を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
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次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
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げ
る

規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
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げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

下
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



 

 

  

改  正  後 改  正  前 

別表第五号 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末 別表第五号 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末 

［第１～第３ 略］ ［第１～第３ 同左］ 

第４ 無線設備規則第49条の６の９又は第49条の６の10に規定する方式の無線設備を使用する

端末設備の電気的条件等 

第４ 無線設備規則第49条の６の９又は第49条の６の10に規定する方式の無線設備を使用する

端末設備の電気的条件等 

 ［１～８ 略］  ［１～８ 同左］ 

 ９ 救済網に過大な負荷を与えないようにする機能  ［新設］ 

  ⑴ 救済網（端末設備等規則第32条の24の２に規定する救済網をいう。⑵において同

じ。）への接続は、基地局から報知される規制情報に従って行うこと。 

 

  ⑵ 救済網へ接続した際に救済網から拒否信号を受信したときは、当該拒否信号に付され

た再送間隔に指定された間隔をおいた後に接続を試みること。ただし、再送間隔の指定

が無い場合は、12分以上の間隔をおいた後に接続を試みること。 

 

   ⑶ 無線設備規則第49条の６の９第１項及び第５項に規定する陸上移動局の無線設備又は

同条第１項及び第６項に規定する陸上移動局の無線設備を使用する端末設備並びに複数

の電気通信事業者のデジタルデータ伝送用設備（端末設備等規則第２条第２項第15号に

規定するデジタルデータ伝送用設備をいう。以下⑶において同じ。）に接続する機能を

有しない端末設備及び専ら試験を行うことを目的としてデジタルデータ伝送用設備に接

続する端末設備（専ら本邦外において使用するものに限る。）にあっては、⑴及び⑵の

規定を適用しない。 

 

 10 その他  ９ その他 

   端末設備等規則第22条第２号、第23条、第26条から第28条まで及び第32条の24の２第３

号に規定する機能と同等の機能を備えること。ただし、９⑶に規定する端末設備にあって

は、同号に規定する機能と同等の機能を備えることを要しない。 

   端末設備等規則第22条第２号、第23条及び第26条から第28条までに規定する機能と同等

の機能を備えること。 

［第４の２～第７ 略］ ［第４の２～第７ 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 下 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 下 線 は 注 記 で あ る 。 



  
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
八
十
七
号
別
表
第
五
号
第
４
の
条
件
に
適
合
す
る
端

末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
っ
て
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法

律
第
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）

第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
認
定
、
法
第
五
十
六

条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
認
証
、
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
端
末
設
備
の
接
続
の
検
査
若
し
く
は
法

第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
営
電
気
通
信
設
備
の
接
続
の
検
査
（
次
項
に
お
い
て
「
技
術
基
準
適
合
認
定
等

」
と
い
う

。
）

を
受
け
、
又
は
法
第
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
の
届
出
（
次
項
に

お
い
て
単
に
「
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
の
届
出
」
と
い
う

。
）

を
行
っ
た
も
の
の
電
気
的
条
件
等
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
技
術
基
準
適
合
認
定
等
を
受
け
、
又
は
技
術
基
準
適

合
自
己
確
認
の
届
出
を
行
う
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末

又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
（
事
業

用
電
気
通
信
設
備
規
則
及
び
端
末
設
備
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
七
年
総
務
省
令
第
五
十
四
号
）
附



 

則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
技
術
的
な
困
難
性
、
利
用
者
へ
の
影
響
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

と
し
て
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く

。
）

と
構
造
上
一
体
と
な
っ
て
い
る
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通

信
設
備
及
び
モ
バ
イ
ル
ル
ー
タ
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
第
一
条
第

二
項
第
二
十
五
号
に
規
定
す
る
モ
バ
イ
ル
ル
ー
タ
を
い
う

。
）

を
除
く

。
）

の
電
気
的
条
件
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の

告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
八
十
七
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。 



 ○
総
務
省
告
示
第
百
七
十
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
二
十
五
（
同
令
第
三
十
六
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
五
年
総
務
省
告
示
第
百
四
十
七
号
（
端
末
設

備
等
規
則
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
合
理
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等
及
び
そ
の
条
件

等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル

移
動
電
話
端
末
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
自
営
電
気
通
信
設
備
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。

）
の
う
ち
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
（
規
則
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
か
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル

移
動
電
話
端
末
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
自
営
電
気
通
信
設
備
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。

）
の
う
ち
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波

監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九

条
の
六
の
九
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
六

の
十
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周

波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信

を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
又
は
同
令

第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
七
に
規
定
す
る

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接

続
方
式
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯

移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端

末
等 

［
略
］ 

［
略
］ 

規
則
第
三
十
二

条
の
二
十
四
第

一
号 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動

電
話
端
末
特
定
情
報
を
記
憶
す
る
装

置
を
取
り
外
す
機
能
を
有
し
て
い
る

場
合
は
、
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
適

用
し
な
い
。 

二 

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九

に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行

う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
同
条

第
一
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
陸
上
移

動
局
の
無
線
設
備
又
は
同
条
第
一
項
及
び

第
六
項
に
規
定
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線

設
備
を
使
用
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ

ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等 

規
則
第
三
十
二

条
の
二
十
四
の

二 

中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用
し
な

い
。 

三 

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十

二
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
に
規
定

す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多

元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局

等
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等 

［
略
］ 

［
略
］ 

規
則
第
三
十
二

条
の
二
十
四
第

一
号 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動

電
話
端
末
特
定
情
報
を
記
憶
す
る
装

置
を
取
り
外
す
機
能
を
有
し
て
い
る

場
合
は
、
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
適

用
し
な
い
。 

規
則
第
三
十
二

条
の
二
十
四
の

二 

中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用
し
な
い

。 

四 

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三

規
則
第
三
十
二

中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用
し
な
い

一 

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波

監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九

条
の
六
の
九
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
六

の
十
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周

波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信

を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
又
は
同
令

第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
七
に
規
定
す
る

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接

続
方
式
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯

移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端

末
等 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

規
則
第
三
十
二

条
の
二
十
四
第

一
号 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動

電
話
端
末
特
定
情
報
を
記
憶
す
る
装

置
を
取
り
外
す
機
能
を
有
し
て
い
る

場
合
は
、
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
適

用
し
な
い
。 

二 

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十

二
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
に
規
定

す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多

元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局

等
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

規
則
第
三
十
二

条
の
二
十
四
第

一
号 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動

電
話
端
末
特
定
情
報
を
記
憶
す
る
装

置
を
取
り
外
す
機
能
を
有
し
て
い
る

場
合
は
、
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
適

用
し
な
い
。 

    



  

の
七
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周

波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
移
動
衛
星

通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設

備
を
使
用
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト

コ
ル
移
動
電
話
端
末
等 

条
の
二
十
四
の

二 

。 
五 

発
信
す
る
機
能
を
有
し
な
い
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等 

規
則
第
三
十
二

条
の
二
十
三 

中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用
し
な
い

。 

規
則
第
三
十
二

条
の
二
十
四
の

二
第
二
号
、
第

四
号
及
び
第
五

号 

中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用
し
な
い

。 

六 

複
数
の
電
気
通
信
事
業
者
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
に

接
続
す
る
機
能
を
有
し
な
い
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等 

規
則
第
三
十
二

条
の
二
十
四
の

二 

中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用
し
な
い

。 

七 

専
ら
試
験
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話

用
設
備
に
接
続
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ

ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等
（
専
ら
本
邦

外
に
お
い
て
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

規
則
第
三
十
二

条
の
二
十
四
の

二 
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用
し
な
い

。 

 

     

三 

発
信
す
る
機
能
を
有
し
な
い
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等 

規
則
第
三
十
二

条
の
二
十
三 

中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用
し
な
い

。 

              

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



○
総
務
省
告
示
第
百
七
十
七
号 

 

端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
二
十
四
の
二
（
同
令
第
三
十
六
条
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
又

は
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
の
非
常
時

事
業
者
間
ロ
ー
ミ
ン
グ
に
係
る
機
能
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
五
月
二
十
九
日 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

第
一 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等
が
救
済
網
に
過
大
な
負
荷
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
機
能 

 
 

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の 

 

一 

救
済
網
（
端
末
設
備
等
規
則
第
三
十
二
条
の
二
十
四
の
二
（
同
令
第
三
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）

に
規
定
す
る
救
済
網
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）

へ
の
接
続
は
、
基
地
局
か
ら
報

知
さ
れ
る
規
制
情
報
に
従
っ
て
行
う
こ
と
。 

 

二 

救
済
網
へ
接
続
し
た
際
に
救
済
網
か
ら
拒
否
信
号
を
受
信
し
た
と
き
は
、
当
該
拒
否
信
号
に
付
さ
れ
た
再
送
間

隔
に
指
定
さ
れ
た
間
隔
を
お
い
た
後
に
接
続
を
試
み
る
こ
と
。
た
だ
し
、
再
送
間
隔
の
指
定
が
な
い
場
合
は
、
十

二
分
以
上
の
間
隔
を
お
い
た
後
に
接
続
を
試
み
る
こ
と
。 

 

三 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ



ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
（
以
下
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等
」
と

い
う

。
）

が
救
済
網
に
接
続
し
、
緊
急
通
報
の
発
信
に
係
る
位
置
情
報
を
送
信
し
た
上
で
緊
急
通
報
を
発
信
す
る

場
合
は
、
緊
急
通
報
の
通
話
が
終
了
し
た
際
に
直
ち
に
救
済
網
と
の
接
続
を
解
除
し
、
自
網
（
端
末
設
備
等
規
則

第
三
十
二
条
の
二
十
四
の
二
に
規
定
す
る
自
網
を
い
う

。
）

へ
の
接
続
を
試
み
る
こ
と
。 

第
二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等
の
状
態
を
救
済
網
に
通
知
す
る
機
能 

 
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等
が
救
済
網
に
接
続
し
、
緊
急
通
報
の
発
信
に
係
る
位
置
情
報
を

送
信
し
た
上
で
緊
急
通
報
を
発
信
す
る
と
き
に
、
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等
の
Ｉ
Ｍ
Ｓ

Ｉ
（
電
気
通
信
番
号
規
則
（
令
和
元
年
総
務
省
令
第
四
号
）
別
表
第
九
号
に
掲
げ
る
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｉ
を
い
う

。
）

を
送
信

す
る
も
の 

第
三 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等
が
接
続
し
て
い
る
救
済
網
の
名
称
を
利
用
者
が
識
別
し
、
及

び
接
続
す
る
救
済
網
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
機
能 

 
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等
が
映
像
面
を
有
す
る
場
合
は
、
接
続
先
が
救
済
網
で
あ
る
こ
と

及
び
救
済
網
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
を
識
別
可
能
な
情
報
の
表
示
を
行
い
、
並
び
に
い
ず
れ
の
救
済
網
に
接

続
す
る
か
選
択
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
当
該
情
報
の
表
示
が
技
術
的
に
困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
四 

救
済
網
の
み
を
用
い
て
通
信
を
行
う
場
合
（
利
用
者
の
認
証
を
自
網
に
お
け
る
設
備
を
用
い
て
行
う
場
合
を
含



む

。
）

に
あ
っ
て
は
、
救
済
網
の
基
地
局
が
発
信
す
る
報
知
情
報
に
基
づ
い
て
緊
急
通
報
を
発
信
で
き
る
機
能 

 
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等
が
救
済
網
に
接
続
し
緊
急
通
報
を
発
信
す
る
際
に
当
該
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等
が
救
済
網
か
ら
非
常
時
事
業
者
間
ロ
ー
ミ
ン
グ
（
端
末
設
備
等
規
則
第
三

十
二
条
の
二
十
四
の
二
に
規
定
す
る
非
常
時
事
業
者
間
ロ
ー
ミ
ン
グ
を
い
う

。
）

用
に
緊
急
通
報
を
許
可
す
る
信
号

を
受
信
し
た
場
合
は
、
緊
急
通
報
の
発
信
に
係
る
位
置
情
報
を
送
信
し
た
上
で
、
緊
急
通
報
を
発
信
す
る
も
の 

第
五 

救
済
網
を
経
由
し
自
網
を
用
い
て
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
付
加
的
役
務
識
別
番
号
（
電
気
通
信
番
号

規
則
別
表
第
十
一
号
に
掲
げ
る
付
加
的
役
務
識
別
番
号
を
い
い
、
発
信
元
の
電
気
通
信
番
号
又
は
位
置
情
報
の
通
知

及
び
非
通
知
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

。
）

を
同
表
第
十
二
号
に
掲
げ
る
緊
急
通
報
番
号
の
先
頭
に
付
加
さ

れ
て
行
わ
れ
た
発
信
で
あ
っ
て
も
緊
急
通
報
を
発
信
で
き
る
機
能 

 
 

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の 

 

一 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等
が
緊
急
通
報
（
付
加
的
役
務
識
別
番
号
を
電
気
通
信
番
号
規

則
別
表
第
十
二
号
に
掲
げ
る
緊
急
通
報
番
号
の
先
頭
に
付
加
し
た
も
の
に
限
る

。
）

を
発
信
し
た
際
に
救
済
網
へ

の
切
替
え
を
指
示
す
る
信
号
を
受
信
し
た
と
き
は
、
救
済
網
へ
接
続
先
を
切
り
替
え
て
緊
急
通
報
を
発
信
す
る
こ

と
。 

 

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等
が
、
救
済
網
に
接
続
し
緊
急
通
報
を
発
信
す
る
場
合
に
、
救

済
網
か
ら
緊
急
通
報
の
発
信
を
拒
否
す
る
信
号
を
受
信
し
た
と
き
は
、
当
該
信
号
に
基
づ
き
緊
急
通
報
を
発
信
す



る
こ
と
。 




